
親子特区！！うしく子育て世帯空家活用応援補助金の交付に関する告示  

 

（目的） 

第１条 この告示は、牛久市空家・空地バンク実施要綱（平成２９年告示第２０６

号。以下「実施要綱」という。）に規定する空家を有効活用することにより、市内

への子育て世帯の移住及び定住の促進による地域コミュニティの維持及び活性化

を図るため、牛久市空家・空地バンクに登録された空家を購入又は賃借した子育

て世帯に対して、市が予算の範囲内において、親子特区！！うしく子育て世帯空

家活用応援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、牛久市補

助金等交付規則（平成３年規則第７号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 空家 実施要綱第２条第１号に規定する空家であって、実施要綱第５条第２

項の規定により物件登録したものをいう。 

(2) 子育て世帯 空家の売買契約又は賃貸借契約時において世帯全員が市外に

住民登録がある世帯であって、補助金交付申請日時点において、１８歳未満の

者（１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者を含む。）が同

一世帯に属している世帯をいう。 

(3) 市税等 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、

介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、下水道使用料及び

市営住宅使用料をいう。 

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。  

(1) 子育て世帯の世帯員であること。 



(2) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。  

(3) ３親等以内の親族と当該空家の売買契約又は賃貸借契約を締結した者でな

いこと。 

(4) 当該空家に住所を異動し、改修工事が完了した日から当該空家に引き続き１

０年以上居住する意思のあること。 

(5) 当該空家に住所を異動し、当該空家が所在する地域コミュニティの維持及び

活性化に寄与しようとする者 

(6) 補助対象者を含む世帯員が、本市に納付すべき市税等を滞納していないこと。 

(7) 補助対象者を含む世帯員が、いずれも暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは

同条第６号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有

する者でないこと。 

(8) その他市長が適当と認める者 

（補助対象物件） 

第４条 補助金の交付の対象となる空家（以下「補助対象物件」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 補助対象者が自己の居住の用に供するために購入又は賃借したものである

こと。 

(2) 過去に補助金の交付の対象となっていないこと。 

(3) 売買契約又は賃貸借契約締結の日から起算して１年を経過していないこと。 

２ 補助対象物件が店舗併用住宅の場合は、居住部分のみを補助対象とする。 

３ 空家所有者以外の者が改修を行う場合は、改修に対する空家所有者の同意及び

１０年以上の賃借期間の担保を明確にしなければならない。 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象事業」という。）は、次に

掲げるいずれにも該当するものとする。 



(1) 補助対象者が発注する補助対象物件の居住の用に供する部分に係る安全性、

居住性若しくは機能性の維持若しくは向上のために行う修繕、補強又は間取り

の変更等の改修工事であること。 

(2) 市内業者（市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を

有する個人事業主をいう。）が実施する工事であること。 

(3) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に違反しない工事で

あること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象事

業としない。 

(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事 

(2) 国、県、市等その他の制度による補助金等の交付を受け、又は受けようとす

る工事 

(3) その他市長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の総額の２分の１に相当する額

（当該額に１，０００円未満の端数が生じるときは、端数を切り捨てた額）とし、

５０万円を限度とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、親子特

区！！うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付申請書（様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(1) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

(2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 誓約書兼同意書（様式第３号） 

(4) 承諾書（任意様式。賃貸借の場合に限る。） 

(5) 空家改修工事に係る経費が分かる見積書及びその内訳書の写し 

(6) 施工箇所等が分かる設計書、図面等 



(7) 施工前の写真（施工予定箇所全て） 

(8) 転入前の住所履歴を証明する申請者の世帯全員の住民票（謄本）の写し 

(9) 補助対象物件の建築日の区分に応じ、次に定める書類 

ア 昭和５６年６月１日以後 建築基準法第６条第１項又は同法第６条の２第

１項の規定による確認済証その他の耐震性が確保されていると判断できる書

類の写し 

イ 昭和５６年５月３１日以前 耐震基準適合証明書（平成１７年国土交通省

告示第３８５号別表又は平成１７年国土交通省告示第３９４号別表に定める

ものをいう。）その他の耐震性が確保されていると判断できる書類の写し 

(10) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の適否を決定し、親子特区！！うしく子育て世帯空家活用応援補助金交

付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の変更等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

当該交付の決定を受けた補助対象事業に変更が生じたとき又は補助対象事業を中

止しようとするときは、速やかに親子特区！！うしく子育て世帯空家活用応援補

助金交付変更等申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて、市長に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この申請書の提出

を省略できるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適

当であると認めるときは、親子特区！！うしく子育て世帯空家活用応援補助金交

付変更等承認（不承認）決定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するも

のとする。 

（実績報告） 



第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助金の交付の決

定を受けた年度の末日又はその完了の日から起算して３０日以内のいずれか早い

日までに、親子特区！！うしく子育て世帯空家活用応援補助金実績報告書（様式

第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し 

(2) 施工前と施工後の写真（施工予定箇所全て） 

(3) 補助対象物件に居住したことを証する申請者の世帯全員の住民票（謄本）の

写し、又は年度内に住所を移すことを確約する確約書（任意様式） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、

必要に応じて現地調査を行った上で、補助金の額を確定し、親子特区！！うしく

子育て世帯空家活用応援補助金確定通知書（様式第８号）により交付決定者に通

知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、親子特区！！うしく子育

て世帯空家活用応援補助金交付請求書（様式第９号）により、市長に補助金の交

付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求金額を確認し、速や

かに当該補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を

取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。た

だし、交付決定者の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) この告示の規定に違反したとき。 



(3) この補助金により改修する空家を、改修工事が完了した日から起算して１０

年以内に取り壊し、又は売却したとき。 

(4) この補助金により改修する空家から、改修工事が完了した日から起算して１

０年以内に転居したとき。  

(5) その他市長が不適当と認めるとき。  

２ 前項第３号及び第４号の規定により返還を求める補助金の額は、別表第１の左

欄に掲げる交付の日からの経過年数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とす

る。  

（権利譲渡の禁止） 

第１４条 補助金の交付決定者は、当該補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡

し、又は担保に供してはならない。 

（補助対象者の継承） 

第１５条 補助対象者の相続人が補助対象物件に継続して居住する場合は、補助対

象者が居住していた年数を定住年数に合算するものとする。 

（補則） 

第１６条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

附 則  

この告示は、公布の日から施行する。  

別表第１（第１３条関係）  

交付の日からの経過年数 返還を求める補助金の額 

１年未満 交付額の全額 

１年以上２年未満 交付額の９割相当額 

２年以上３年未満 交付額の８割相当額 

３年以上４年未満 交付額の７割相当額 



４年以上５年未満 交付額の６割相当額 

５年以上６年未満 交付額の５割相当額 

６年以上７年未満 交付額の４割相当額 

７年以上８年未満 交付額の３割相当額 

８年以上９年未満 交付額の２割相当額 

９年以上１０年未満 交付額の１割相当額 

 


